




甲佐町起業等応援施設
レンタルスペース入居者募集要項



募集期間　　令和７年１１月１７日（月）から
令和７年１２月１７日（水）まで









甲佐町起業等応援施設　MEBKAS


甲佐町起業等応援施設レンタルスペース入居者募集要項

１　募集目的
甲佐町に、起業又は新たな分野へ進出する事業者を促進し、「地域活力の創造を図り、地域経済及び地域産業の発展」など地域振興に寄与することを目的として、甲佐町が「甲佐町起業等応援施設」（以下「施設」という。）を設置するにあたって、この施設内のレンタルスペースにて事業所等を構え事業を展開するとともに、本町の掲げる目的のきっかけに寄与できるレンタルスペース入居者を募集します。
なお、甲佐町では、本施設を、熊本県においても推進している、新しいビジネスモデルを追求し短期間での成長を目指す企業（いわゆる「スタートアップ企業」）を含め、本町にない新たな分野に挑戦する事業者等が本町への進出するスタートポイントとなるほか、本町のさまざまな地域課題（教育、情報通信等）の解決に向けた取り組みが加速するための足掛かりになるような新たな産業連携拠点となることを目指しているところです。

２　甲佐町起業等応援施設の概要 
1 　甲佐町起業等応援施設の概要 
・所 在 地  施設　甲佐町大字岩下134番地１他5筆（合計敷地面積：511.94㎡）
　　　　　　駐車場　甲佐町大字岩下24番地１の一部
（「老人いこいの家」駐車場の一部）（車15台分） 
・建　　物　鉄骨造（軽量鉄骨ブレース造）２階建て
　　　　　 ・施設内容　管理棟１棟、レンタルスペース４室、サロンスペース１室、
トイレ棟（共有施設）１棟、交流スペース（芝生広場、２階デッキ）
・設 置 者  甲佐町（管理部署：地域振興課地域振興係担当） 
・管理運営　みらい株式会社

・施設全体の開館時間
午前9時から午後6時まで
※レンタルスペースは24時間・365日利用可能
※管理棟は午前9時から午後4時まで(週3日)
　　・施設全体の休館日（使用許可を必要とする場合）
　12月29日から翌年の１月３日まで　それ以外は不定期


     ・交通アクセス　　　　車で熊本市内より 　　　　　　　　　 約30分
九州自動車道　御船インターより　　　約15分
九州自動車道　松橋インターより　　　約20分
熊本駅より　　　　　　　　　　　　　約40分
阿蘇くまもと空港より　　　　　　　　約30分
熊本港より　　　　　　　　　　　　　約45分
⑵　募集施設の概要
・レンタルスペース棟　ユニットハウス平屋建１棟（２室）・２階建１棟（２室）
	施設
	棟
	室
	広さ

	レンタルスペース
	平屋建
	Ｒ１０１
	12.045㎡（5.475m×2.2m）

	
	
	Ｒ１０２
	12.045㎡（5.475m×2.2m）

	
	２階建
1階部分
	Ｒ１０３
	12.375㎡（5.50m×2.25m）

	
	
	Ｒ１０４
	12.650㎡（5.50m×2.30m）


⑶　内装 
床　：Ｐタイル
壁　：ラワン合板
天井：すのこ天井（天井胴縁下地）
⑷　設備・サービス
	設備・サービス
	レンタルスペースの状況

	ｗi-ｆi
	〇 追加での中継局などは各自ご用意ください。

	ｗi-ｆi 以外の通信設備
	× 各自でご用意ください（電話やTVなど）

	空調設備
	○ 業務用エアコン・ロスナイフィルター

	電気設備
	○ R101.102：２口コンセント３箇所
〇 R103.104：２口コンセント２箇所

	照明用設備
	○ 室内灯・LED一体型ベースライト

	定格電流/最大定格電流
	30Ａ / 50Ａ

	電圧
	200Ｖ

	容量
	1,823Ｗ / 2,266Ｗ

	セキュリティ設備
	× 必要な際は、各自でご用意ください

	水道
	○ 管理棟事務室内の水道設備を共用
× レンタルスペースで使用する場合は各自で準備してください。

	トイレ
	○ 施設内のトイレ棟（屋外）を共用

	ガス
	× 各自でご用意ください

	印刷設備（コピー、印刷）
	× 各自でご用意ください

	郵便受け
	○ 管理棟付近に各室分の設置あり

	長机、椅子
	○ 机1台、椅子２脚

	家具、設備、消耗品、什器備品
	× 各自でご用意ください

	その他事業に必要な設備
	× 各自でご用意ください

	事業ごみ処分費
	×料金は共益費に含まれます。分別し毎週火曜に施設ゴミ捨て場に各自で捨ててください。引っ越しやイベント等での大量のごみの場合は別途費用が発生いたします。

	サロンスペース
	⑴併設のサロンスペース（25.02㎡）は施設管理者の使用許可により利用可能です。
⑵レンタルスペース入居者は、事業計画書等を事前に施設管理者に提出する場合は、優先的に利用することができます。（詳細は、施設管理者の指示に従ってください。）

	交流広場
	⑴開館時間内において利用可能です。ただし、以下の目的による利用の場合、施設管理者の使用許可が必要になります。
・行商、募金、出店その他これに類する行為
・興行
・広場の全部一部を独占して使用する場合
⑵レンタルスペース入居者は、事業計画書等を事前に施設管理者に提出する場合は、優先的に利用することができます。（詳細は、施設管理者の指示に従ってください。）

	駐車場
	レンタルスペース１箇所につき、当該施設から約80ｍに位置する駐車場（屋根なし、舗装有）３台分をご利用できます。（1台あたり3,300円）


※上記に記載のない設備・備品については、入居者がご用意ください。
　　※電気代は、各自ご契約のうえお支払いください。


３　入居者に求める基本要件
⑴　対象資格要件
応募できる者は、「１募集目的」を十分に理解したうえで、次に掲げるすべての要件を備える法人又は個人とします。
1 　次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
ア　新規性、成長性、実現性等が認められる事業計画を有し、かつ、当該事業計画の中で甲佐町内の企業等との協働又は連携が見込まれる者
イ　使用を開始する時点で本施設において実施する業種に係る創業後５年以内の者
ウ　退去後甲佐町において、事業を行う計画を有する者
エ　甲佐町において、事務所等の新規の開設を計画している者
②　本施設の使用に適し、他の使用者（入居者含む）の事業・営業、近隣住民の生活に⽀障を来すおそれがなく、かつ、本施設全体の管理運営に⽀障がないと認められる業態であること。
③　過去１年間の国税、県税、市町村税等を滞納していないこと。（※1）
※1　消費税及び地方消費税、所得税、事業税、自動車税及び住民税（県民税、市町村民税等（※2））
※2　町内在住の方については、町税、使用料その他本町及び甲佐町水道事業に対する料
金の滞納がないこと。また、町税以外の債務の履行状況について調査されることに
ついて同意いただく必要があります。
④　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員ではないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
⑤　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て中または更生手続中でないこと。
⑥　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て中または再生手続中でないこと。
⑦　本施設は、起業等の応援を目的とすると同時に、中心市街地活性化の拠点施設として、この施設から賑わいを創出することを目的とし、交流広場やデッキを整備し、日常的に地域住民等が頻繁に立ち寄り自由に利用することを期待していることから、このことを理解及び了承したうえで、本施設を利用する地域住民等と良好な関係性を築ける者であること。
⑵　求める入居者像
①　レンタルスペース入居者及び施設利用者等と情報交換や事業連携へ積極的に関わり、交流を図る者
2 　甲佐町内の産業と事業連携や事業協力を積極的に図る者
3 　本施設の使用期限が来て施設退去した後も甲佐町内で事業拠点を構え、甲佐町内のネットワークを活用し甲佐町の地域活性化への関わりを持つことを希望する者
4 　本施設を事業活動の拠点とする意思がある者。（単に倉庫としての使用は認めない。）
5 　入居後５年以内に事業規模を拡大し進めていく予定がある者
⑶　遵守事項制限 
以下の遵守事項に違反する場合は、使用期間内の場合でも退去いただくことがありますので予めご了承ください。
①　公の秩序・善良の風俗を乱す行為を行わないこと。
②　騒音・振動・悪臭等を発生させ、他の入居者や施設利用者及び近隣住民に迷惑をかけないこと。
③　有害・危険な物質等の持ち込み、またはそれらに関連する実験をしないこと。
④　動物等の扱いは不可とし、敷地内での動物、⿃等へのエサやり等を行わないこと。
⑤　レンタルスペース内で火気の使用をする場合は、事前に管理者の承諾を得ること。（飲食営業などについては、必要な法的手続きを行うこと。）
6 　本敷地内では喫煙しないこと。
7 　本施設内では飲酒はしないこと。
8 　 施設使用料金等（共益費、電気料金など）を滞納しないこと。
9  　施設管理者の指⽰に従わない等、当施設の運営や維持管理に⽀障となる行為（施
  設・設備・器具等の毀損等）、安全、品位、美観の保持に⽀障となる行為をおこな
わないこと。 
⑷　保証金・連帯保証人
①　保証金　　　不要
②　連帯保証人　必要

４　募集条件
⑴　施設使用期間
使用期間は施設管理者（※）との使用に関して定める日から３年間。ただし、施設管理者及び入居者の双方に更新の意思が確認された場合には、最⼤５年を目途とし、使用を１年毎に更新することができます。
⑵　施設使用料金
	棟
	室
	使用料金
	備考

	レンタルスペース
	R101、R102
	3.3万円/月
	料金は固定制

	レンタルスペース
	R103、R104
	3.0万円/月
	料金は固定制


※　記載は月額料金（税込）。敷金・礼金はありません。
⑶　共益費 
月額1,100円（税込）
※　共用部電気代、共用部水道代、合併処理浄化槽代等を含む。
　　　①　支払い
　⑵の施設使用料金及び⑶の共益費は、翌月末日までにお支払いください。振込みにより支払う場合の振込手数料は入居者の負担となります。
②　本施設内の⑵及び⑶以外の使用料については、施設管理者の請求により指定された期日までにお支払いください。
③　必要に応じて自ら設置した設備等の使用料金については、各自で直接お支払いください。
⑷　利用時間
施設の開館時間・休館日に関係なく、24時間365日ご利用いただくことができます。施設の閉館時間中は、本施設の敷地内のレンタルスペース及びトイレ以外については利用することはできません。
⑸　施設の美化及び施設内禁煙・禁酒
レンタルスペース内の美化に努めてください。
また、施設内及び敷地内は禁煙・禁酒です。
⑹　駐車場
レンタルスペース入居者の駐車場については、甲佐町老人いこいの家（甲佐町大字岩下24番地１）の駐車場の指定部分に１室あたり３区画（台分）まで使用可能としています。必要に応じ、施設管理者に使用許可申請をしてください。なお、４台目以降の駐車場については、各自で周辺の駐車場を借りるなどしてご用意ください。駐車場でない場所に駐車していることが確認できた場合、使用許可を取り消すことがあります。
　駐車場１区画：月額3,300円（税込）
　　　
⑺　譲渡・転貸
事業者は営業する権利の全部又は一部を第三者に譲渡・転貸及び再委託することはできません。
⑻　改修及び原状回復
レンタルスペース内の基本⑻な設置部分を除く施設・設備等について、メンテナンス及び改修を行う場合には工事計画書を作成し、工事着手前に必ず施設管理者に協議のうえ特別設備許可を受けてください。なお、工事等は、入居者の負担で行ってください。また、撤退時は原則入居者の負担にて原状回復を行ってください。
⑽　地域との連携
本施設の設置目的から、甲佐町商工会に加盟し、町内商工業の経済活性化に向けた連携に努めてください。
（参考）甲佐町商工会
　　　　会　長：中村　幸男
住　所：甲佐町豊内７１９－２
電　話：０９６－２３４－０２７２
　　　　　　会　費：別途商工会へ確認ください。
⑾　指定管理者への報告 
レンタルスペース入居者は、次の事項について施設管理者へ報告してください。
ア　事業報告書（事業年度終了日の翌日から２ヶ月以内に報告）
イ　使用責任者名及び連絡先（新規・変更）

５　公募の流れ 
	募集受付
	令和７年１１月１７日(月)～令和７年１２月１７日(水)16時

	質問受付期間
	質問期間：令和１１月１７日(月)～令和７年１２月１２日(金)16時
質問方法：電子メール
（Mail）  kosa@mirai-farol.jp
回答方法：甲佐町ホームページまたは施設ホームページにて公開　
（甲佐町HP）https://www.town.kosa.lg.jp/
(MEBKAS HP) warawara.my.canva.site/kosa


	結果公表・通知
	令和８年１月上旬

	入居日
	令和８年２月末日
　※原則、上記期間内に入居を完了してください。
　※上記以外の日程で予定している場合は、理由を含めて、「甲佐町起業等応援施設入居者募集申込書」（様式１号）の「その他」欄にご記載ください。

	開業日(予定)
	原則、令和８年２月末日までに開業ができること


　　
６　申込方法及び応募書類について
応募方法等は、次のとおりとします。
⑴　応募の申込
	申込期間
	令和７年１１月１７日(月)～令和７年１２月１７日(水)16時まで

	申込方法
	・郵送による
・甲佐町起業等応援施設入居者募集申込書（様式第１号）に必要事項を記入した上で、下記の応募書類・添付書類を下記「申込先」に提出。

	申込先
	甲佐町起業等応援施設宛て
名　　称　　甲佐町起業等応援施設　MEBKAS
郵便番号　　〒861-4601
所 在 地　　熊本県上益城郡甲佐町岩下134-1
電話番号　　0969-24-8775
Ｍａｉｌ 　 kosa@mirai-farol.jp
担当者名　　安武
その他　　郵送の場合、封筒に「甲佐町起業等応援施設入居者募集申込関係書類在中」と記載


⑵申込意向表明書、応募書類及び添付書類
指定された様式以外については、Ａ４版で作成し、Wordファイル若しくはPDF形式のファイルで作成してください。























【入居意向表明書】
	
	書類名
	備考

	
	甲佐町起業等応援施設入居意向表明書
	様式第１号


　
【応募書類及び添付書類】
	
	応募書類及び添付書類名
	備考

	ア
	甲佐町起業等応援施設入居者募集申込書
	様式第２号

	イ
	レンタルスペース室使用計画書
	様式第３号

	ウ
	団体等概要書
	様式第４号

	エ
	事業計画書
	様式第５号

	オ
	収⽀予算書、資金計画書、決算書（※）
	

	
	（※）直近２期分の決算書（貸借対照表、損益計算書）、営業報告書又はこれらに準ずるものの写し及び事業に係る書類

（ア）法人の場合
・決算書（設立前の場合は、代表者の確定申告書の控えの写し）※１
・法人登記事項証明書（設立前の場合は、代表者の住民票の写し）※２
・法人の印鑑証明書（設立前の場合は、代表者の印鑑証明書）

（イ）個人又は個人事業主の場合
・代表者の確定申告書の控えの写し　※３
・個人事業の開業届出書（個人事業主のみ）※４
・代表者の印鑑証明書
・代表者個人の住民票（マイナンバーの記載がな
いものをご用意ください。）
	※１：決算２回以上の場合は決算最新２年分、１回の場合は決算最新１年分を添付。

※２：登記事項証明書は３か月以内のもの

※３：開業後確定申告が済んでいる場合は確定申告書の写しを添付。

※４：税務署に提出し、受付印が押印された控えのコピーをご用意ください。電子申請をされた場合は、e-Taxの受信通知と申請データを併せてご用意ください。

	カ
	許認可、資格を要する事業の場合は許可書、資格証明等の写し
	

	キ
	定款、規約、会則又はこれらに類する書類及び役員名簿
	

	ク
	代表者の身分証明書（本籍地のある市区町村が発行するもの）

	

	ケ
	法人及び代表者個人の直近の納税証明書（設立前の場合、代表者の納税証明書）
【国　　税】
（法　人）法人税、消費税及び地方消費税納税証明書（様式その３の３）（所管する各税務署発行）
（代表者）・申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税（様式その３の２）
【県　　税】
（法　人）・法人事業税、法人県民税、自動車税等の滞納のない証明書(28号様式その6証明書)
（代表者）・県税（自動車税等）の滞納のない証明書【市町村税】
（法　人）・市町村税の滞納がない証明書
（代表者）・市町村税の滞納がない証明書

	

	コ
	誓約書兼同意書
	様式６号



７　選考方法等について
⑴　選考方法等
1 みらい株式会社により、選考します。
2 みらい株式会社が、応募者から提出された書類の内容を総合的に勘案した上で、選考基準に基づき評価し、評価点の高いものを入居者として選定します。
3 入居者の可否の選考結果については、すべての応募者にメールで通知し、選考内容の詳細等に対する個別具体的なお問い合わせや異議申し立て等には一切応じることができませんのでご了承ください。
4 一定の評価点（総評価点数が満点の６割）に満たない場合は入居できないものとします。
5 総評価点数が同点の場合、「1-2　新規性」と「1-4実現可能性」の合計が高い者を優先するものとし、それでも同点の場合は「1-3　成長性」と「1-4実現可能性」の合計が高い者を優先し、それでも同点の場合は「1-4実現可能性」が高い者を優先する。
6 事業計画書の内容と異なる事業を行った場合、退去いただく場合があります。
7 必要に応じて、面談選考を行う場合があります。

⑵　選考基準
書類審査は提出された事業計画書等により、次に掲げる項目で評価します。
①　計画性　　：事業の明確性、新規性、成長性（発展性）、実現可能性などが見込まれるか。地域の新しいビジネスモデルとしての将来性があるか。
②　市場性　　：具体的な市場性を明確化したうえで利益などを見込んでいるか
③　地域貢献性：地域経済への波及効果があるか。町内事業者との連携、町民との交流・連携を具体的に見込んでいるか。
④　団体概要　：事業者の業務遂行能力が具体的に示されているか。また、業務を遂行するための能力、実績、資金を有しているか。



























⑶　評価項目及び評価点数
	
	評価
項目
（大）
	評価項目
（小）
	評価内容
	配点

	１
	計画性
	１　明確性
	・事業のコンセプト（目的、事業内容）が明確か。
	5

	
	
	２　新規性
	・甲佐町における新たな分野の進出になるか。
・町の課題解決に資する事業であるか。
・独自性の高い事業であるか。
・事業、サービス等が他と比較し優位性があるか。
	25

	
	
	３　成長性
（発展性）
	・一過性のものではなく成長性のある事業か。
・町の課題解決を含め町の成長性、発展性に資する事業か。
・経営理念や戦略は明確か。
	15

	
	
	４　実現可能性
	・実現可能な事業か
（事業計画、事業規模は妥当性）
	15

	２
	市場性
	
	・具体的な市場、市場規模、需要を調査し、付加価値額、経常利益など蓋然性の度合を見込んでいるか。
	10

	３
	地　域
貢献性
	１地域経済へ
の貢献
	・本町の地域経済への波及効果があるか。
・退去後、本町で事業を行う計画を有しているか。
・退去後、本町で新規事務所等の開設を具体的に
予定しているか。
	10

	
	
	２町内事業者等との協働・連携
	・町内事業者等との協働又は連携が見込まれるか。
・協働又は連携の具体的計画があるか。
　（商工会との連携・協調、地域企業・町等との連携）
	5

	
	
	３地域住民等との交流・連携
	・「３（１）⑦」を理解し、地域住民等と交流を深める意向があるか。
	5

	４
	団　体
概　要
	業務遂行能力等
	・業務遂行のための能力、手法を有しているか。
（体制、資金・調達方法（取引先、借入含む）、事業の見通し）
・資金計画書、収支予算書、決算書
	10

	合　　計
	100


　
８　決定時期及び審査結果の通知
入居事業者の決定は、令和８年１月上旬頃を予定しています。
選考結果は、入居の可否のみを応募者全員に電子メールで通知します。

９　レンタルスペース入居事業者の公表
レンタルスペース入居事業者の決定の公表は、令和８年１月上旬頃までに、甲佐町およびMEBKASホームページにて行います。

10　入居者の手続き
入居者として選定された場合は、入居決定通知書が到達した日から７日を経過しない日までに、甲佐町起業等応援施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則（令和７年甲佐町規則第１８号）第３条第１項に規定する「甲佐町起業等応援施設使用許可申請書」を提出しなければならない。

11　個人情報の取り扱い
⑴　応募書類については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に取扱います。
⑵　入居決定者の応募書類については、入居後の⽀援にも使用します。

12　問合せ・連絡先
名　　称　　甲佐町起業等応援施設　MEBKAS
郵便番号　　〒861-4601
所 在 地　　熊本県上益城郡甲佐町岩下134-1
電話番号　　0969-24-8775
Ｍａｉｌ 　 kosa@mirai-farol.jp
担当者名　　安武

